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日本図書館協会認定司書審査会内規 

2010年 9月 13日制定 

 

（趣旨） 

第 1 条 この内規は，日本図書館協会(以下，協会という。)が定める「日本図書館協会認定司書審査規

程」(以下，「規程」という。)に基づき，日本図書館協会認定司書審査会（以下，「審査会」と

いう。）の構成及び委員の任期，審査の細則について必要な事項を定めるものとする。 

 

第 1章 審査会の構成及び委員の任期 

（審査会） 

第 2条 この章では，規程第 4条第 2項に定める審査会の構成および委員の任期について定める。 

（審査会の構成） 

第 3条 審査会は，理事長の下に置き，構成する審査会委員は，5名以上とする。 

2 審査会委員は，事務局長，認定事業担当常務理事を委員に充てるとともに，図書館現職者，学

識経験者，外部有識者の中から理事長が指名するものとする。 

（審査会会長） 

第 4条 理事長は，審査会委員の中から理事会の議を経て審査会会長を指名する。会長は，審査の取

りまとめを行い，審査結果を理事会に報告する。 

2 審査会会長は，認定審査のほか，必要に応じ，審査会を招集することができる。 

3 審査会会長は，理事会の求めに応じ，審査に関わる助言及び提案をすることができる。 

（審査会委員の任期） 

第 5条 審査会委員の任期については，2年間とし，協会の定める期とする。ただし，任期中に生じた

欠員を補充するため内規第 3 条第 2 項により理事長が指名した委員の任期は，前任者の任期

が満了するまでの期間とする。委員の再任については，これを妨げない。 

 

第 2章 審査の細則 

（審査の細則） 

第 6条 この章では，規程第 11条第 3項に定める審査の細則について定める。 

（審査の回数及び審査チーム） 

第 7条  審査は，原則として年 1回行う。 

2 審査会は，申請者 1名ごとに，委員の中から 3名で審査チームを編成する。 

（審査チームの構成） 

第 8条 審査チームは，主査 1名と副査 2名で構成する。 

（審査チームの審査） 

第 9条 審査チームは，合議制により申請書類の審査要件の充足の有無について審査する。 

2 審査チームは，審査に必要があった場合には，照会又は書類の再提出を求めることができる。 

（勤務経験年数及び月数) 

第 10条  規程第 12条第 1項第 3号における勤務経験の期間には，申請時の年度の末日までの見込みを

含むことができる。なお，1か月に満たない場合には，15日以上を繰り上げて 1か月とする。 

（長期休業等の期間の取り扱い） 

第 11条 規程第 6条第 3項，第 8条第 2項，第 12条第 3号から第 6号まで及び内規第 12条の算定に

おいて，出産，育児又は介護その他やむをえない事由による長期休業等の期間があるときは，

当該期間についてそれぞれの条文にある期間に加算することができる。 
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2 上記の算定を適用する者は，申請時に長期休業等の証明書類を添付しなければならない。 

（勤務経験月数の補正） 

第 12 条  規程第 12 条第 3 号における勤務経験が 10 年以上とは，それぞれの勤務図書館に別表 1「勤

務経験月数の補正」に記載するすべての補正種別についてその該当する補正係数を乗じて得

られたものの総和が 120以上であることとする。 

2 規程第 12 条第 3 号における申請時において過去 10 年間のうち少なくとも 5 年とは，図書館

法第 2 条に定める図書館又は図書館法第 2 条に定める図書館に相当する図書館における勤務

経験が，別表 1「勤務経験月数の補正」に記載するすべての補正種別についてその該当する補

正係数を乗じて得られたものの総和が 60以上であることとする。 

（図書館法第 2条に定める図書館に相当する図書館） 

第 13条 規程第 12条第 3 号の図書館法第 2 条に定める図書館に相当する図書館については，『日本の

図書館』（日本図書館協会）の収録対象に基づき，審査会が判断する。   

（研修等のポイント数） 

第 14条 規程第 12条第 4号における「一定の研鑽を重ねること」については，別表 2「研修の受講経

験，講師経験，社会的活動等のポイント数」に記載するポイント数の合計が 20以上であるこ

ととする。 

（著作） 

第 15条  規程第 12条第 5号における著作については，以下のすべてを満たすこととする。 

(1) 以下のいずれかであること。 

ア 申請に当って執筆したオリジナルの著作。 

イ 申請時までの 10年以内に公開された図書，雑誌記事・論文，報告書等であって，単独

著作，又は担当部分が明確に特定できる分担著作。 

ウ その他審査会が著作と認めるもの。 

(2) 単一又は複数（5 点以内）の著作の文字数の合計が，8,000 字以上であること。なお，複

数の著作については，それぞれが一定の著作として成立するものであること。 

(3) 図書館の業務，運営等図書館経営に資する内容を含むこと。ただし，勤務する図書館の単

なる事例紹介は除く。 

(4) 文章に論理的な整合性があること。  

（申請書類の書式） 

第 16条  規程第 13条に掲げる申請書類の書式については，審査会が当該年度の審査の申請募集に先立

ち，これを定め，公表するものとする。 

（更新要件） 

第 17条  規程第 14条第 1項第 2号の図書館法第 2条に定める図書館については，内規第 13条を，規

程第 14 条第 1 項第 3 号における「一定の研鑽を重ねること」については，内規第 14 条を，

規程第 14条第 1項第 4号における「著作」については，内規第 15条を，それぞれ準用する。 

（認定等に要する費用） 

第 18 条  規程 9 条第 2 項の審査料，認定料，認定更新の審査料，認定更新の認定料については，別表

3「認定等に要する費用」に掲げるとおりとする。 

 

附 則 

1 この内規は，2010年 10月 1日から施行する。 

2 この内規の改廃は，審査会の議を経て，理事会の議決による。 

3 この内規は，2011年 10月 6日から施行する。 



3 

 別表 1 勤務経験月数の補正 

 

 

 別表 2「研修の受講経験，講師経験，社会的活動等のポイント数」 

 

 *1 図書館法第 2条にいう図書館の業務に関わる研修であること。 

 *2 当該研修の 8割以上の時間を受講していること。 

 *3 図書館法第 2条にいう図書館に関連する団体であること。 

 *4 個人的な奉仕活動は含まない。図書館の専門的職員として有する専門性を活かした活動であること。 
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    別表 3 認定等に要する費用 

 


